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資料－３

維持管理・環境管理専門委員会の活動

第44回 荒川太郎右衛門地区自然再生協議会

2016年12月1日
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活動報告
●第43回協議会(平成28年7月26日)以降、会議を3回開催し、維持管理イベントを1回実施しました。

●第16回（9月8日）の会議では、「全体構想の見直しについて（目標種の追加等）」、「維持管理内容の精査と当面の

試行」、「外部オブザーバー」、「マーケットリサーチ」について検討し、「8月出水による流入」、「出丸小学校廃

校に関する動き」について確認しました。

●第17回（10月7日）の会議では、「実施計画の見直しについて（目標種の追加等）」、「維持管理イベント」、「管

理用通路・看板」、「オブザーバー視察」、「マーケットリサーチ」および「下池工事用道路」について検討しました。

●第18回（11月9日）は、現地開催とし、「中池の現地確認（看板・管理用通路）」、「実施計画の見直し（目標種の

追加等）について検討を行いました。

●１１月１３日（日）では、維持管理イベントとして、ハリエンジュの伐採と管理用通路の除草を実施し、鳥の観察を行

いました。

第16回 平成28年9月8日

会議 イコス上尾

第17回 平成28年10月7日

会議 イコス上尾

第18回 平成28年11月9日

会議 中池

平成28年11月13日

維持管理イベント 上池



全体構想・実施計画書の見直しについて
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○全体構想・実施計画書を変更する目的の確認
これらを変更するにあたっては、その目的を明確にしておく必要があります。
今のままでは十分な対応ができない理由として、以下の2点が挙げられます。

変更目的の確認
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○変更目的（１）～社会情勢の変化への対応（太郎右衛門地区に期待される役割の増大）～
• 関東地方では、平成27年3月に「関東地域におけるコウノトリ・トキを指標とした生態系ネットワーク

形成」の基本構想をまとめ、その取り組みが行われているほか、千葉県野田市では人工増殖・放鳥など
の事業が行われています。

• 平成28年3月策定の荒川水系河川整備計画でも、流域住民や関係機関と連携し、コウノトリ等を指標と
したエコロジカルネットワーク形成のための整備を推進し、また地域の活性化を推進するとされていま
す。

• 平成18年5月に改定版の全体構想が作成された太郎右衛門地区の自然再生事業は、現在の枠組みでは当
地区のスケールの生態系を念頭に置いた目標設定をしていますが、荒川中流域の広大な面積において湿
地再生に取り組む事業として、コウノトリの生息環境再生に期待される役割は大きくなっていることか
ら、これを明確に位置づけておくことが望ましいと考えられます。

○変更目的（２） ～協議会の求心力と発信力の強化～
• 太郎右衛門地区の自然再生協議会は、今後の維持管理に向けて、新たな参画者を必要とする局面にあり

ます。
• しかし、現在の取り組みにおける目標は生態学的な知見に基づいて設定していますが、広く社会にア

ピールするには弱い面があります。
• また、現在の協議会委員の意識として、取り組みの意義をより大きく・高く捉えて行きたいという思い

が強くなっています。
• このため、現在の目標の総合的なシンボルとしてコウノトリやサクラソウ群落を設定することで、協議

会内部の求心力を高めるとともに、対外的な発信力を強化することが望ましいと考えられます。

全体構想・実施計画書の見直しについて



○委員から提示された案（１）
「特に生物多様性及び自然性の高い湿地環境の拡大とともに、多くの都市住民に荒川太郎右衛門地区自
然再生地の魅力を最大限にアピールするために、コウノトリの生息及びサクラソウ群落の成立を自然再
生の総合的なシンボルとして設定する。」

委員提示案（１）
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全体構想・実施計画書の見直しについて



○委員から提示された案（２）

委員提示案（２）-1

現行の全体構想 変更案

＜過去の確認や広域の指標とされる生物が
住める環境の再生＞

Ⅱ．過去に確認された当該区域の固有かつ
多様な生き物や、関東全域における生態
系ネットワークの指標種（コウノトリ）
が住めるような環境の再生をめざすもの
とする。

変更

変更
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全体構想・実施計画書の見直しについて



○委員会から提示された案（２）

委員提示案（２）-2

現行の全体構想 変更案

・太郎右衛門自然再生地を含む荒川流域や
利根川・江戸川流域で、関東地域におけ
る生態系ネットワークの形成を図るため、
コウノトリを指標種とした自然再生が広
域的に取り組まれている。

追加
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全体構想・実施計画書の見直しについて



○委員会から提示された案（２）

委員提示案（２）-3

現行の全体構想 変更案

・荒川水系河川整備計画では、流域住民や
関係機関と連携し、コウノトリ等を指標
としたエコロジカルネットワーク形成の
ための整備を推進し、また地域の活性化
を推進するとされている。

追加
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全体構想・実施計画書の見直しについて



○委員会から提示された案（２）

委員提示案（２）-4

現行の実施計画書 変更案

追加

○特に、生物多様性および自然性の高い湿
地環境の拡大と共に、多くの都市住民に
荒川太郎右衛門自然再生地の魅力を最大
限にアピールするために、コウノトリの
生息及びサクラソウ群落の成立を自然再
生の総合的なシンボルとして設定する。
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全体構想・実施計画書の見直しについて



参考：自然再生推進法の手続き

環境省_自然再生推進法のあらまし～パンフレット～ （平成27年3月改訂版）より

自然再生専門家会議資料より

・実施計画の策定に際しては、全体構想書・実施計
画を主務大臣（環境省、国土交通省、農林水産省）
及び県知事（埼玉県）に送付し、主務大臣は専門家
の助言を受けることになっています。

・専門家は、主務大臣に意見を述べて、主務大臣そ
の結果を受けて、助言を行うことになっています。

・協議会では助言を受けて、追加の検討を行い、回
答することになると考えられます。そのため、手続
きに時間がかかることが予想されます。

・全体構想の策定は、協議会が作成すればよく、そ
の他の必要な手続きは明記されていません。

・荒川太郎右衛門地区自然再生事業は、全体構想書
を一度改定した実績があります。
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参考：全体構想・実施計画書の見直しについて（事務局案）

○実施計画で関連する部分の記載箇所を抜粋し、対応可能性を整理した結果を以下
に示します。
→ 実施計画では、全体構想にない目標種の追加変更はできない。
→ 下池の河畔林整備地の掘削高は外来種の侵入がなく、河畔林の保全・再生に

適した高さで設定しており、目的外での変更は対外的に説明できない。
○実施計画で対応できる内容の案

→ 河畔林の保全・再生のための掘削は、土砂堆積や植生遷移による堆積の進行、
水位の変動などを想定し、決定した高さ（A.P.+9.4m）を基本として、長期
的に河畔林の保全・再生が可能となるようにある程度の幅（深くする方向）
を持たせて実施する。

→ 河畔林の保全・再生を対象とした掘削などの整備により、湿性の河畔林環境
が拡大し、目標種のミドリシジミの生息範囲の拡大に加えて、他の湿地性の
種、高次の消費者、広域に活動する生物が利用可能な場が創出されることが
期待できます。

○モトDへ洪水流入によって生じた水面を長期間維持できるようにすることで、コウノトリを呼びたいとの意見もだされ
た。
→ 上池の整備については、自然再生目的の国費を投入済みであり、追加の予算確保は困難である。

予算のかからない方法で、対応する必要がある。
→ 荒川上流河川事務所では上池の整備はできないため、例えば以下のような方法で対応することが考えられます。

【対応方針の例】
・資金の確保（寄付等）を行い、協議会として、追加の工事を実施する。
・協議会委員の労働力で対応する。
・イベント等で労働力を集めて、自然再生事業の一つとして実施する。 等

下池河畔林の保全・再生

上池整備地

【参考：試験掘削地の設定状況】

1.5回/年発生する水位はA.P.+9.8m程度

平均水位はA.P.+9.4m程度

最低水位はA.P.+8.9m程度

中段のA.P.+9.4mで決定
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看板・管理用通路について
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全体検討図面

実施計画範囲
整備地
基本ルート想定
看板設置箇所(案)

○上池・中池・下池のルート案は緑の点線となっています。
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中池看板・管理用通路の検討ルート

実施計画範囲
整備地
基本ルート想定
看板設置箇所(案)

F G

④

H

I

J

K

L

M

N
O

⑤

⑥

⑦

○11月9日に中池の現地を歩き、看板と通路等について検討しました。

J‘

短絡路
追加
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現地検討結果のまとめ

J‘短絡路
追加
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現地検討結果のまとめ

１）散策ルート
• 人が集まる H～I をメインルートして位置づける。
• 散策ルートは当初の案（緑の点線）に、中池側で折り

返すための短絡路を追加したルートとする。
• 管理用車両のルートはH→I→J→H とする
• 車いすのルートはH→⑥→I→J‘→⑥→H とする
• F～H区間は築堤区間にかかるため、築堤を踏まえた

ルート設定とする。現状で車両の通行は可能であり、
当面は現状のままとすることも考えられる。

２）幅員
• 基本は管理用車路と人のすれ違いのできる幅員（管理

用車両＋車いす）でW=3mとする。
• 中池から折り返す短絡路は管理用車両の通行は考えな

いで、車いすと人がすれ違えるW=1.2mとする。
ただし、車いすの回転スペースとして50mに1箇所
W=1.8m×1.8m程度の回転およびすれ違いスペース
を設置する。（参考「都市公園の移動等円滑化整備ガ
イドライン 【改訂版】」）

３）舗装
• Ｆ～Ｊの間は車いす通行に支障のない舗装とし、耐久

性のある舗装とする。
• J～Ｎ間は認定道路であり、管理者が異なることから、

現状のとおりとし、補修等については道路管理者と調
整する。

管理用通路（散策路について） 管理用通路（散策路について）

４）安全対策
• 車いすや来訪者の目的地の一つとなる中池の眺望場

（ Ｉ 付近）は、バリアフリー対策と連動し、転落防
止柵（H=1.1m）を設置する。

５）休憩所
• 散策路での休憩ポイントとして⑥～I 付近にベンチを

設置する。素材は、耐久性が高く、景観に調和する擬
木を基本とする。
※木製は以下の理由で採用しない。
景観に調和するが耐久性に劣る。石材は耐久性に優れ
るが、景観的に違和感がある。

• 参考意見として、倒れた木を使ってベンチをつくるこ
とも提案された。 → 今後の維持管理と合わせて検
討をしていく。
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※青文字は事務局が委員会後に必要と考えて加えた事項



現地検討結果のまとめ

１）設置位置
• ④～⑦に加えて、以下を設置する。

I：生物の解説板
I～J間：ハンノキの変遷の解説板
N付近：横堤の解説板
⑦～Nの間：風景の説明板
順路の方向指示、距離（交差点、曲がり角等）
距離標の設置

２）内容
• ④総合案内版（詳細バージョン）
• ⑤中池全体の案内板
• ⑥中池（旧流路の説明版）
• Ｉ付近：生き物の解説板
• ⑦総合案内板（簡易バーション）
• ⑦～Nの間：風景の変遷の説明板
• Ｎ付近：横堤の解説板
• O付近：グランド横に総合案内板（下池）

３）サインの工夫
• 看板にQRコードを追加し、スマホ等で、位置がわか

る案内図、解説、写真等がみれるように工夫する。
案内板の差し替えの代替機能ともなる。

• 将来的には、QRコードから、その場所の維持管理記
録がわかるような仕組みを考える。

看板について 看板について

４）安全対策
• 迷わないようにするためのQRコードによる位置の確

認情報を看板等に追加する。
• 洪水による冠水場所への設置のため設置方式の検討が

必要
A：常設・固定式

（荒川第１調節池では１ｍ以下とされている）
Ｂ：常設・可倒式（倒れたら起こす必要あり）
Ｃ：可動式（洪水時等に移動）

５）その他
• 多目的トイレ ⇒ バリアフリー対策として、多目的

トイレの設置が必要 ⇒④ 付近で検討する。
※ただし、設置後の維持管理も含めて検討が必要。

• 駐車スペース ⇒ 車いすの方が車で入れる箇所を
⑤～⑥間に設置する。

• ⑤とJには、車止めを設置する。
• 下池グランドのＯ付近に駐車スペースを確保する。
• 横堤上（Ｎ付近）からは富士山が眺望できるため、

ビュースポットとして設定する。

※認定道路への看板の設置については、道路管理者と調
整する。
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参考：舗装の種類
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参考：舗装の種類
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参考：サイン（看板）の種類

耐久性の高い材料のものを設置します。
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マーケットリサーチについて



リサーチ予定(案)

●マーケットリサーチとして企業等へのヒアリングを実施したいと考えています。

企業 学校 その他

桶川市
木徳神糧(株)桶川工場 桶川西高校 商工会

観光協会
農業団体

川島町

本田航空(株)
(株)レインボーモータースクール
川島インター産業団地
(株)カインズ
三井精機工業(株)
日之出水道機器(株)

出丸小学校・三保谷小学校 商工会
農業団体

上尾市

(株)島村工業
上尾領家工業団地
上尾ミニ工業団地
(株)ブリヂストン

－ 市自然学習館
商工会
観光協会
農業団体

９月、10月 11月 12月～1月 2月 3月 H29～

予定

本田航空(株) 三井精機工業(株) 

日之出水道機器(株)

⇒ 23日イベント時にヒアリ

ングをお願いし、 2/12

維持管理イベントへの参

加を依頼。

(株)レインボーモータース

クール

学校や各自治体情報に基づく

対象者を数箇所訪問

⇒ 2/12維持管理イベント

への参加依頼

各自治体から窓口情報を聞き

取り

⇒ 川島町には輪中Wイベン

トの件（ルートを自然再

生地内へ）も協議

維持管理イベントの時期を

踏まえたリサーチ活動を継

続実施

備考
13日維持管理イベント

23日川島町農業商工祭

（協議会） 12日維持管理

イベント

（協議会）

＜リサーチ対象候補＞

＜リサーチ実施予定(案)＞

＜リサーチ方法＞

●パンフレットを持参し、現地および協議会とその取
り組みについて紹介する。

●以下の事項について聞き取りを行う。

１．社会貢献活動等について

２．自然環境や野生生物の保全に関わる活動等について

３．１や２を行う上での条件や課題、希望について

４．荒川太郎右衛門地区自然再生事業について

５．その他
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リサーチ結果(速報)

●本田航空さんにマーケットリサーチを実施しました。

●飛行場管理の延長でできる除草作業について、協力できるとのことで、早速１１月１３日に協力していただきました。

●なお、除草は、場所を決めておいて、実施時期、実施方法等をまかせていただけると協力しやすいとのことでした。

リサーチ対象 実施概要 結果 備考

本田航空(株)

平成28年9月30日
対象者：川田氏
出席者：川島副委員長

事務局

① 本田航空は、地域の行事に参加したり、美化活動を行った
りして、地域との良好な関係を保つ活動をこれまで実施し
てきている。

② 飛行場管理の一環で年間を通して日常的に草刈りを実施し
ているので、荒川の河川敷を占用して利用している者とし
て、また協議会の一員として、事業による整備地の通路等
の定型的な草刈り行為の協力は可能である。

除草の協力については、
実施時期や、実施方法に
ついて、ある程度まかせ
ていただけると協力しや
すい。
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オブザーバー視察について
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外部オブザーバーによる現地視察について
【外部オブザーバーに関する検討経緯】
○第37回協議会：H26.8.29

管理目標WGのメンバー以外にも、いろいろな人にオブザーバー参加を呼びかける。
○ 第41回協議会：H27.12.7

外部のオブザーバーの参画･･･一般の方々から見た太郎右衛門地区の魅力と活用の可能性を考えるため、外部オブザーバー
に現地を見ていただく。あわせて、オブザーバーに現地を紹介するため、協議会委員に現地の「良いところ」に関する情報アン
ケートを実施する。
→ 外部オブザーバーについては、参考となる意見がいただけると思われるので、委員会の提案どおりに現地視察を実施する。

また、そのために必要な情報収集を目的とした協議会委員および知己を対象としたアンケートの実施を了承する。オブザー
バーの選定や実施日の設定は維持管理・環境管理専門委員会で対応する。
→ 今のイベントはコストがかかりすぎている。維持管理・環境管理専門委員会で実施予定のオブザーバー視察における意見

も参考にして、誰を対象に何をするかを考えて、事務局に頼りすぎず、各委員の自力で可能な内容を実施したい。今回は一部
の自治体の積極的な協力が有効であったが、各自治体に協力してもらうためには、協議会としての努力が必要である。

○「良いところ」に関するアンケートを実施し、結果をとりまとめて報告済み：第42回協議会：H28.3.17

○第16回維持管理・環境管理専門委員会
オブザーバー視察は、謝金や旅費の必要のない候補を、委員長と事務局で確認した上で、協議会に提案する。なお、視察は1
人・1回ということではなく、その時々にテーマを設定して何回か実施することを想定する。
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○第17回、第18回維持管理・環境管理専門委員会
○旅費、謝金等の費用がかからない候補として、ＪＴＢ、ミズベリング、埼玉応援団に聞いてみることになりました。
→ ＪＴＢ、ミズベリングは費用がかかる。【埼玉応援団（コバトン倶楽部） - 埼玉県】については、応援の主旨を考慮し、協議会委
員から聞いて頂く予定です。

○上記の他にも、委員のお知り合いを通じて、協力依頼ができる方、大学生（立教大学観光学部、埼玉大学地域活性プロジェクト、
聖学院大学（上尾市）等の知り合い）、クラブツーリズム（大人の社会科見学企画担当）、JTB（るるぶ編集担当）などへの荒川
太郎右衛門地区の紹介等の方法が議論されています。
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＜参考＞「良いところ」のアンケート回答

【延命地蔵尊】
上池と太郎右衛門橋・池に
水位がある時期が良い：A

【中池の上流側（ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ）】
四季を通じて静かな場所です
上流側を写す：A

【下池・最下流側（ﾗｼﾞｺﾝ場）】
四季を通じて静かな場所です
釣り人も少ない：A

【下池側のハンノキ林】
ハンノキの老木と若木のコ
ントラストが綺麗です：A

【延命地蔵尊】
延命地蔵尊と太郎右衛門橋
新緑・紅葉の時期が綺麗です：A

【延命地蔵尊】
上池と新緑・広葉期 池に
水位がある時期が良い：A

【中池の上流側（ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ）】
四季を通じて静かな場所です
下流側を写す：A

【中池・最下流側】
中池に写る新緑・紅葉
期が綺麗です：A

【堤防上・下池入口側】
堤防の土砂備蓄地の雑
木林の紅葉が綺麗でし
た：A

【回答者（敬称略）】
荒木三郎および知己3名：略称A、大森秋郎：略称O、菅間宏子：S、川島町：略称K
※埼玉県河川砂防課より「埼玉県として、太郎右衛門の現場がよく分からないため、アンケートの

回答ができない」との回答あり。

昔の蛇行河川跡そのものが価値があるので全て良い（特に上池全体、下池全体）：O

【下池全体（旧荒川ビオトープ）】
クヌギやハンノキが多く生育してい
るため：K

【旧川】
元荒川は自然が多く残
り動植物も豊富：K

【改修水路】
改修して年月も経
過してきたので往
事の景観が戻って
きた：K

【赤城水路】
昔の水路状況も残って
いる場所もある：K

【ハンノキ】
試験箇所のハンノ
キが育ってきた：K

【太郎右衛門橋から見た旧川】
四季折々の表情が（水と緑、枯
れた荒涼とした原野等）なぜか
ほっとします：K

【県道さいたま武蔵丘陵森林公園自
転車道線から見た田園風景】
原野と田植えが終わった後の水の
張った田んぼのコントラスト（4月末
頃）。この季節に土手の上を歩くのは
とても気持ちいいです。：K

【ハンノキ】
ハンノキが植樹されており、緑
の期間も長く、真夏でも涼しさ
を感じさせ、貴重な自然風景を
作っている。自然の風景が心
を豊かにしてくれる。：K

【三ツ又沼ビオトープ・周辺】
様々な植物を観察することがで
きる。タヌキやキツネなど多くの
野生動物が生息している。：K

【上池周辺】
多様な生物が観察
できる：K

【下池周辺】
多様な生物が観察
できる：K

【河畔林】
ヤマザクラ、エドヒガンな
どの多い河畔林：S

【河畔林の中の水路】
ほぼ1年中水が流れ、種々
の生物が見られる：S

【多様な樹種の河畔林】
多様な樹種、鳥たちの
生息空間：S

【下池周辺の林】

エノキの巨木：S

【白山横堤】
自然再生地を見学
するのに適地：S

【堤防】
多くの生物を1年中見ることが出
来る。スミレ、ノザザミ、ノハラア
ザミ、チガヤ、センニンソウ等：S

【エノキの並木】
S

【ハンノキの自然再生】
休耕田がハンノキ林に
変化していく様子が観察
できる：S

【荒川から見た富士山】
冬季に見える雄大な富士山：A
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維持管理の当面の試行について



●第43回協議会で、現時点で具体化できる維持管理の項目と、実施時期・回数を下表のとおり、お示ししました。

●平成29年度は、これに基づいて、計画的に維持管理を実施していきたいと考えています。

●維持管理の実施方法としてイベント形式、協議会委員で場所を分担、企業に一部分担していただく等の方法があり、内容の検討をお願いし
ます。

●具体化ができたら、これまでの実績を踏まえ、次回の協議会で平成29年度の維持管理計画（予算含む）を提案したいと考えています。

地区・管理対象 維持管理 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 備考

上
池

上池
旧流路
整備地

①呑み口 周辺の除草：毎年5月と7月の2回 ● ●

②導水路
通路付近の除草：毎年5～6月と10月の2回 計40m（通路
両側各20m） ● ●

③整備地 植生管理（オオカワヂシャの除去等）：毎年5月1回 ●
生物調査のときに調

査員が実施

上池
モトクロス
場跡地
整備地

④通路 管理用通路の除草（毎年5～6月,10月）モトＡ周囲 ● ●

イベントのときに本

田航空さんに除草し

ていただきました。

⑤柵 周辺の除草：毎年5月と7月の2回 ● ●

⑥整備地

植生管理（オオカワヂシャの除去等）：毎年5月1回 ●
生物調査のときに調

査員が実施

植生管理（オオブタクサ、アレチウリ、セイタカアワダ
チソウ、シンジュ、ハリエンジュ、クワ、在来つる性植
物（カナムグラ・クズ）の除去等）：毎年5～6月と10月
（草本）・冬季（樹木）の2回

● ● ●（樹木）

モトDの見晴台の池

は協議会委員の方で

管理していただいて

おります。

他の場所はイベント

で除草と伐採を実施

しました。

中
池

中池
河畔林

⑦保全エリア
植生管理（シンジュ、ハリエンジュ、クワ、在来つる性
植物（カナムグラ・クズ・ツタ類）の伐採）：毎年5～6
月と10月（草本）・冬季（樹木）の2回

● ● ●（樹木）

下
池

下池
ハンノキ
移植地

⑧実施計画
範囲

移植したハンノキ周辺のつる性草本の除去：毎年5～6月
1回 ●

維持管理内容の精査と当面の試行について

＜内容が具体化できる維持管理内容＞

28
※維持管理の内容は上記の表以外にもあり、第43回協議会で提示済みです。これについては順次具体化を進めて行きたいと考えています。



中池 下池上池

維持管理内容の精査と当面の試行について

○平成２９年度の維持管理対象箇所の位置図を示します。

①呑口（除草）
②導水路（除草）

③上池のオオカワヂシャ

④管理用通路（除草）

⑤柵（除草）

⑥整備地（除草）

⑦中池保全エリア除草

⑧移植したハンノキのつる性植物除去
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維持管理内容の精査と当面の試行について

＜②場所毎の維持管理作業の方法＞

場所毎の作業の方法（以下の３パターン）について

A方式：イベント形式で一般参加者、企業の協力を得て行う方式。
維持管理作業のあとに、ミドリシジミや鳥の観察等の自然再生地の見学を行う。

Ｂ方式：場所と概ねの時期、実施者を決めておいて、実施者の都合の良いときに実施していただく方式。
例）・モトDの展望エリアは、協議会委員のグループで実施していただいている。

・モトAの管理用通路を本田航空さんの除草作業の延長で実施していただく 等
※マーケットリサーチで本田航空さんは、ある程度まかせていただければ作業が可能との意見を頂いています。

C方式：イベントではなく、協議会のメンバーで集まって、維持管理作業を行う。

【今後専門委員会で検討する事項】

＜①維持管理場所と時期＞
前ページの維持管理項目と時期について
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維持管理内容の精査と当面の試行について

【これまでに維持管理を実施していない場所】

①呑口（除草）

31

花火大会前の除草後（2015-09)

洪水後の呑み口（2015-09)

②導水路（除草）

コルゲート管

導水路（橋横断部）

導水路の周囲を除草

呑口周囲を除草

⑤柵（除草）

導水路の橋横断区間

柵周囲の状況

柵周辺の除草

⑦中池保全エリア（除草）

樹木に絡みついたツタ等の除草

からみついたツタ

※洪水後の除去については事務所で実施しています。



寄付金の取り扱いに関する協議会設置要綱の改正と細則の設置（案）
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１．寄付金について

○平成27年12月7日の第41回協議会の意見

将来の本格的な組織体制や資金確保方策は引き続き検討していくが、当面の資金管理が必要なので、現時点で

可能な方法を細則として設けてルールを明確にすることとする。

↓

○現時点で、可能な方法として、寄付金等の取り扱い細則の案を考えてみました。

【背景】

●これまでの協議会で、荒川太郎右衛門地区自然再生協議会が自立的・継続的に活動していくためには、資金の確保が必要との意見

が出されています。

●これまでは、イベントに必要な活動資金については、イベント参加者からの参加費の徴収と、公益財団法人サイサン環境保全基金

からの助成および協賛企業からの寄付によってまかなってきました。他の手段での資金確保は行っていません。また、助成申請や

企業からの寄付も広報ＷＧの作業部会である「イベント実行委員会」が、イベントを実行するために行ってきました。

●これからは、自然再生のための維持管理を実施していくために、多様な方法で資金を確保していくことが必要となります。

●すぐにできる資金確保の方法である「寄付金等」について、適正な管理ができるよう、協議会設置要綱の改正と寄付金等の取り扱

いを定めた細則の案を考えてみました。

※「助成」を拡大していくためには、基金の設立や法人化が必要となりますが、これについては、今後、維持管理・環境管理専門委

員会で検討を行うこととしています。
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２．協議会設置要綱の改正（案）

設置要綱（現行） 設置要綱（改正案）

荒川太郎右衛門自然再生協議会 設置要綱 （6期）
第1章 総則
（設置）
第1条 自然再生推進法(平成14年法律第148号(12月11日公布))第8条

に規定する自然再生協議会を設置する。

（名称）
第2条 この自然再生協議会は、荒川太郎右衛門地区自然再生協議会(以下

「協議会」と称する)という。

（自然再生事業対象地区）
第3条 協議会で、協議対象とする自然再生事業対象地区は、荒川水系荒

川50.4kmから54.0km間右岸に存する荒川旧流路および連担する
地区とする。
2 自然再生事業対象地区の名称を太郎右衛門自然再生地という。

第2章 目的および協議会所掌事務
（目的）
第4条 太郎右衛門自然再生地における自然再生事業を実施するに当た

り、構想策定や調査設計など、初期の段階から事業実施、実施後の
維持管理に至るまで、必要となる協議を行うことを目的とする。

（協議会所掌事務）
第5条 協議会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 太郎右衛門自然再生地の自然再生全体構想の作成を行う。
(2) 太郎右衛門自然再生地の自然再生事業実施計画の案の協議を

行う。
(3) 太郎右衛門自然再生地の自然再生事業の実施に係る連絡調整

を行う。
(4) 太郎右衛門自然再生地の自然再生事業の実施箇所の維持管理

に係る連絡調整を行う。

荒川太郎右衛門自然再生協議会 設置要綱 （6期）
第1章 総則
（設置）
第1条 （変更無し）

（名称）
第2条 （変更無し）

（自然再生事業対象地区）
第3条 （変更無し）

第2章 目的および協議会所掌事務
（目的）
第4条 （変更無し）

（協議会所掌事務）
第5条 （変更無し）
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設置要綱（現行） 設置要綱（改正案）

第3章 委員
（委員）
第6条 協議会は、次に掲げる委員をもって構成する。

1. 公募による個人または団体若しくは法人の代表者
2. 地域の自然環境に関し専門的知識を有する者
3. 関係地方公共団体の職員
4. 関係行政機関の職員

2 委員の任期は、本要綱を規定する日から平成30年3月31日まで
とする。ただし、任期経過後、新たな委員が決定するまでの間は、
会長が必要と認めた場合、当該任期の終了した委員がその職務を行
うことができるものとする。
3 第1項第1号に掲げる委員の任期期限を経過した後の委員は、任
期が経過する日までに、個人または団体若しくは法人の代表者に対
し公募を行う。
４ 委員の再任は、妨げない。

（途中参加委員）
第7条 途中参加委員となろうとする者が、第16条に規定する事務局に、

途中参加委員となる意志を規定の書式により提出し、かつ資格条件
を満たした場合に委員となることができる。
2 途中参加委員の任期は、第6条に規定する委員の任期と同じとす
る。

（委員資格の喪失）
第8条 委員は、次の事由によって、その資格を喪失する。

(1) 辞任
(2) 死亡、失踪の宣告又は委員が属する団体若しくは法人の解散
(3) 解任

（辞任）
第9条 委員は、何時でも辞任することができる。なお、辞任しようと

する者は、第16条に規定する事務局に、辞任について文章を提出
しなければならない。

第3章 委員
（委員）
第6条 （変更無し）

（途中参加委員）
第7条 （変更無し）

（委員資格の喪失）
第8条 （変更無し）

（辞任）
第9条 （変更無し）

２．協議会設置要綱の改正（案）
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設置要綱（現行） 設置要綱（改正案）

（解任）
第10条 この協議会の名誉を傷つけまたはこの協議会の目的若しくは、

自然再生推進法および自然再生推進法に規定する自然再生基本方針
に反する行為があったときは、第12条に規定する協議会の会議の
出席委員の過半数以上で議決し、解任することができる。
2 除名されようとする者には、第12条に規定する協議会の会議に
て、議決する前に、弁明する機会が与えられなければならない。

第4章 会長および副会長
（会長および副会長）
第11条 協議会に会長および副会長を各1名置き、委員の互選によりこれ

を規定する。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、必要に応じ会長の職務を代理する。
4 任期経過後、後任の会長及び副会長が決定するまでは、その職務
を継続する。

第5章 会議および専門委員会
（協議会の会議）
第12条 協議会の会議は、会長が召集する。

2 協議会の会議の議長は、会長がこれに当たる。
3 会長は、協議会の会議の進行に際して専門的知見を有する者の意
見を聴取することを必要と認める場合若しくは、委員より専門的知
見を有する者の意見聴取の発議があり第12条に規定する協議会の
会議の出席委員の合意を得た場合、協議会の会議に委員以外の者の
出席を要請することができる。
4 会長は、協議会の会議の進行に際して専門的協議を必要と認める
場合若しくは、委員より専門的協議の発議があり第12条に規定す
る協議会の会議の出席委員の合意を得た場合、協議会の会議と別に
専門委員会を設置し専門的協議を要請することができる。

（解任）
第10条 （変更無し）

第4章 会長および副会長
（会長および副会長）
第11条 （変更無し）

第5章 会議および専門委員会
（協議会の会議）
第12条 （変更無し）

２．協議会設置要綱の改正（案）
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設置要綱（現行） 設置要綱（改正案）

（専門委員会）
第13条 専門委員会の専門委員は、協議会に参加するものから選任する。

2 専門委員会は、議事の進行に際し必要となる専門的知見を有する
者の意見を聴取することができる。
3 専門委員会は、協議会から付託される専門的事項について協議し、
第１２条に規定する協議会の会議に報告する。

（公開）
第14条 協議会の会議および専門委員会は、原則公開とする。

2 協議会の会議および専門委員会の開催について、荒川上流河川事
務所ホームページでの公開を行うとともに、記者発表を行う。
3 協議会の会議および専門委員会の資料は、荒川上流河川事務所
ホームページでの公開を行う。
4 協議会の会議および専門委員会の議事録は、要旨をとりまとめて
議事要旨とし、荒川上流河川事務所ホームページでの公開を行う。

（守秘義務）
第15条 協議会委員は、協議会で知り得た生物に関する情報のうち、保

護の観点から非公開とした情報を外部へ漏らしてはならない。この
守秘義務は委員を辞した後も同様とする。

第6章 運営委員会
（運営委員会）
第1６条 協議会の円滑な運営に資するために運営委員会を設ける。詳細

については、別途、運営委員会規約を定める。

第7章 事務局
（事務局）
第1７条 協議会の会務を処理するために荒川上流河川事務所に事務局を

設ける。

(事務局の所掌事務)
第1８条 事務局は、協議会の庶務を行う。

（専門委員会）
第13条 （変更無し）

（公開）
第14条 （変更無し）

（守秘義務）
第15条 （変更無し）

第6章 運営委員会
（運営委員会）
第16条 （変更無し）

第7章 事務局
（事務局）
第17条 （変更無し）

(事務局の所掌事務)
第18条 （変更無し）

２．協議会設置要綱の改正（案）

37



２．協議会設置要綱の改正（案）

設置要綱（現行） 設置要綱（改正案）

第8章 補則

（要綱施行）
第19条 この要綱に規定することの外、要綱施行および協議会の運営に

関して必要な事項は、第12条に規定する協議会の会議の合意を経
て、会長が別に規定する。

（要綱改正）
第20条 この要綱は、第12条に規定する協議会の会議の合意を経なけれ

ば、改正することはできない。
2 改正に関する協議をするときは、以下に掲げるときとする。

1 協議会の委員の発議により第12条に規定する協議会の会議の
出席委員の合意を得たとき。

附則
1. この要綱は、平成15年7月5日から施行する。
2. この要綱は、平成17年6月11日から施行する。
3. この要綱は、平成19年10月21日から施行する。
4. この要綱は、平成21年8月1日から施行する。
5. この要綱は、平成23年6月19日から施行する。
6. この要綱は、平成25年7月29日から施行する。
7. この要綱は、平成25年12月3日から施行する。
8. この要綱は、平成26年8月29日から施行する。

第8章 補則
（寄付金等）
第19 条 協議会は荒川太郎右衛門地区の自然再生のために、寄付金等を

得ることができる。
2 寄付金等の使途については、第 6 条に規定する協議会の会議の
出席委員の合意を得るものとする。

２ 前項の場合、使途を明確にした予算を作成し、協議会で合意を得る
ものとする。

（要綱施行）
第20条 （変更無し）

（要綱改正）
第21条 （変更無し）

附則
1. この要綱は、平成15年7月5日から施行する。
2. この要綱は、平成17年6月11日から施行する。
3. この要綱は、平成19年10月21日から施行する。
4. この要綱は、平成21年8月1日から施行する。
5. この要綱は、平成23年6月19日から施行する。
6. この要綱は、平成25年7月29日から施行する。
7. この要綱は、平成25年12月3日から施行する。
8. この要綱は、平成26年8月29日から施行する。
9 .この要綱は、平成２９年●月●日から施行する。

※見え消しの文章は、維持管理環境環境
専門委員会の提示案の文章です。
第2項の文章は、第43回の協議会で協議
会委員からご提示いただいた文章です。
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３．寄付金等の取り扱い細則（案）

寄付金等の取り扱い細則（案）

荒川太郎右衛門地区自然再生協議会寄付金等に関する取り扱い細則

（主旨）
第１条 この細則は、荒川太郎右衛門地区自然再生協議会設置要綱（以

下「協議会設置要綱」という。）第19条に基づく寄付金等の取扱
いについて定める。

（定義）
第２条 この細則において「寄付金等」とは、個人や団体等の意志や了

解によって支払われる金銭（助成金含む）をいう。

（寄付金等の使途）
第３条 荒川太郎右衛門地区自然再生協議会（以下、「協議会」とい

う）は、寄付金等を荒川太郎右衛門地区自然再生事業に関する次の
事業・取組を支援するために活用する。

(１) 旧流路（上・中・下池）の保全・再生
(２) 湿地環境の拡大
(３) 河畔林の保全・再生
(４) 荒川太郎右衛門地区の維持管理
(５) 広報啓発
(６) 調査研究・モニタリング
(７) その他荒川太郎右衛門地区自然再生に関すること

（使途の特定）
第４条 寄付者は寄付金等の使途を特定することができる。寄付者が使途

を特定しない場合は、協議会が使途を特定するものとする。

（管理）
第５条 協議会は、寄付金等の管理を行うために寄付金等管理事務局を

●●に設置する。
２ 寄付金等管理事務局は次の実務を担当する。

(１) 協議会名義の口座の通帳等の管理
(２) 寄付金等の出納管理等の会計事務
(３) 寄付者等外部からの問い合わせへの対応
(４) 資料・領収書等の送付
(５) 第６条に規定する業務
(６) その他、寄付金等の管理に関する業務

（協議会への報告・承認）
第 ６条 寄付金等管理事務局は、寄付金等の使途、収支等について協議

会に報告し、協議会の承認を得るものとする。

（監査）
第 ７条 寄付金管理事務局に監査員２名を置く。

２ 監査員は、協議会の議決に基づいて協議会会長が任命する。
３ 監査員は、寄付金等の使途、収支等について監査する。結果は協
議会に報告し、協議会の承認を得るものとする。

４ 監査員の任期は、就任日から翌年度の最初の協議会までとし、再
任を妨げない。

（細則の改定）
第８ 条 この細則の改訂は、協議会の承認を経て、協議会長が決定する。

1. この細則は、平成●年●月●日から施行する。
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１１月の維持管理イベントについて
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集合場所

全体図

11/13の維持管理イベント

再繁茂した
ハリエンジュの伐採

写真はGoogleMap

管理用通路の除草
本田航空さんのご
協力

●１０時開催
●１０：３０～１１：１５まで

ハリエンジュ伐採
●１１：１５～１２：００まで

徒歩で帰る途中に鳥の観察
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11/13の維持管理イベント
○参加者は一般参加２名、埼大生１１名、協議会委員8名、事務局6名の合計２7名でした。
○多数の参加により、道路際のハリエンジュを伐採できました。
○徒歩での帰り道で鳥の観察では、ダイサギ、ホシハジロ、ノスリ、ジョウビタキ等を観ることができました。

ハリエンジュ伐採の様子 鳥の観察の様子

鳥の観察の様子（モトD）

ホシハジロダイサギ

【確認された鳥】
トビ、ノスリ、カワウ、ダイサギ、アオサギ、マガモ、
カルガモ、ホシハジロ、ヒドリガモ、バン、ハクセキレ
イ、カワラヒワ、ツグミ、シメ、ジョウビタキ、スズメ

ハリエンジュの伐採

伐採後の様子

管理用通路の除草前の様子

管理用通路の除草後の様子

本田航空さんのご協力
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２月の維持管理イベントについて
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2．2/12の維持管理イベント企画(案)
項目 内容 備考

発案者・責任者
堂本委員長

（維持管理・環境管理専門委員会）
委員会主催

関係機関
機関：特になし

人数：特になし

企画

日時 2月12日（日） ①伐採：10:00～11:00、②鳥類観察：11:00～12:00 予備日(案)：2月15日（水）

名称 「遊ぼう！学ぼう！たろうえもん ～外来樹木の伐採と鳥類観察～」

目的

・整備地に繁茂する外来樹木を除去する。

・維持管理労力の算定根拠とし、組織体制・資金確保に関する検討の材料とする。

・自然再生地および再生効果の周知機会とする。

・協議会の外部からの維持管理・調査への参加者の拡大機会とする。

内容・場所
①上池モトD整備地の外来樹木（シンジュ）の伐採（H28.2.9の伐採箇所）

②中池の鳥類観察

挨拶： 委員
全体説明： 委員
リーダー：① 委員、② 委員

人数 ●●名程度 （確定人数：参加者 人・スタッフ 人） 保険は専門委員会委員分を含む

参加費 保険代100円/人 申し込み担当： 委員、徴収担当： 委員

広報

チラシ作成

協議会HP・荒上HP

協議会外部は各委員から個別に知己にあたる

⇒ 受け付け開始 1月23日（月）、申し込み〆切 2月2日（木）

＜協議会外部への声かけ＞

・●● ⇒ 委員

・●● ⇒ 委員

・●● ⇒ 委員

・本田航空、レインボーモータースクール ⇒
事務局

使用物品

【準備物】：①維持管理はのこぎり・軍手（事務局）、②鳥類観察は●●委員保有
の双眼鏡・望遠鏡（数個程度）

【参加者持参物】：軍手、汚れても良い靴、帽子、飲み物などの標準物

参加者の軍手は予備程度（基本は各自持参）

委員ののこぎりは各自持参

予算
金額 保険代100円/人

確保方法 参加者から保険代徴収 協議会委員も参加費を負担

その他

※11月以降、冬季に一般の方々が観察可能な生物は鳥類くらいと想
定されます。（もう少し遅い時期（2月末頃）であればアカガエルの卵塊探しが可
能と推測されます。）
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集合場所

モトクロス場跡地
D整備地

全体図

【伐採実施場所】
シンジュ生育場所

写真はGoogleMap

2．2/12の維持管理イベント企画(案)
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伐採対象範囲

１）外来樹木伐採：上池モトクロス場跡地D 10:00-11:00

写真はGoogleMap

時間 内容 担当 備考

10:00-10:10 受付 事務局 名簿チェック

●● 参加費徴収

10:10-10:12 開会 事務局

10:12-10:17 全体説明 ●● 事業の概要
イベントの目的

10:17-10:20 予定説明 事務局 －

10:20-10:25 移動 － 徒歩

10:25-10:30 伐採説明 ●● 伐採の方法と注意事項

10:30-11:00 伐採作業 全員 －

時間 内容 担当

9:00 集合 全員

9:00
-9:45

準備 のぼり、テント、机 全員（倉庫）

受付表 事務局

お釣り ●●

配布物（パンフ、資料） 事務局

軍手（非持参者用） 事務局

救急セット 事務局

集合・準備

開会・伐採

2．2/12の維持管理イベント企画(案)
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２）鳥類観察：中池 11:00～12:00

時間 内容 担当 備考

11:00～
12:00

観察 ●● 鳥類について観察しながら説明

集合場所に戻って終了、参加者解散

片付け、解散

鳥類観察

2．2/12の維持管理イベント企画(案)

集合場所

【伐採実施場所】
シンジュ生育場所

写真はGoogleMap

歩きながら鳥類を観察
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48

下池工事用道路の確認状況



• 工事期間は、平成２８年度から平成３０年度の３カ年の予定です。（全掘削量 約４万㎥）

• 平成２８年度実施の工事では、赤色着色部分の土の掘削（18,000㎥）と、掘削した土砂を搬出するダンプトラックが通行可能な道路
（幅員４ｍ）を作ります。掘削した土砂は紫色着色箇所へ仮置きをして、搬出は平成２９年度工事で実施する予定です。

• 工事用道路については、7/14に生態系モニタリング専門委員会で現地を確認し、一部のルートの変更が提案され、提案された案にもとづ
いて工事を実施中です。

Ｈ２８年度工事掘削箇所
18000m3掘削予定

Ｈ２９、３０年度工事
掘削箇所

工事用道路のルート
（Ｈ２８工事でルート確保します）

No.14

Ｈ２８年度工事で掘削した土
砂は、場内に仮置きをして、
Ｈ２９年度以降搬出を行う予
定です。

車両交換所

生態系モニタリング専門委員会による工事用道路の確認と変更状況

49

既設道路以外の区間
①～④は次ページの写真

①
②

③

④

土砂仮置き場

（高さ1-2m）

当初の
予定ルート

生態系モニタリング専門委員
会による確認（H28.7.14）

工事用道路は、生態系モニタリング専門委員会で

7/14に現地を確認し、問題のないルートで設定し

ています。

（既設道路は道路沿いの大木の伐採が必要になるた

めこの利用は止め、隣接する過去の耕作地に成立し

た林内を通すこととしました。）



○工事用道路として、大木の伐採を避けるルートとして、既設道路以外の区間を設定しました。

①既設道路からの分岐付近 ②途中の様子

③途中の様子 ④既設道路との合流付近（③の反対側から望む）
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生態系モニタリング専門委員会による工事用道路の確認と変更状況



工事用道路における重要種への対応状況

○既設道路を避けて設定した工事用道路周辺の植物を確認した結果、重要種はゴマギがありました。また、重要種であ
るウラゴマダラシジミが食草とするイボタノキが多数確認されました。

○10/7に維持管理・環境管理専門委員会にて本ルートを確認した際に、これらの2種については可能な範囲で避ける
ルート設定とすることと、ルート上から避けられない個体については可能な範囲で近傍に移植等の措置を取ることが
望ましいとの意見があり、現地の個体にマーキングを行いました。
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ゴマギのマーキング状況 イボタノキのマーキング状況



道路にかかる枝刈りを行います。
対象はトウグワとタケ類となります。

GoogleMapに加筆

坂路工事時に通行できなくなる場所

52

維持管理・環境管理専門委員会による迂回路の確認

○住民説明で坂路部分の工事期間中に迂回路が必要とのご意見がありました。

○候補となる迂回路については、農作業用の車両が通行するためには道路周辺の枝刈り等が必要とのご意見があったた
め、10/7に維持管理・環境管理専門委員会でこのルートの状況を確認しました。

○その結果、枝刈りが必要なものはトウグワとタケ類のみであり、問題無いことを確認しました。また、外来種の草本
やタケ類が生育する場所を離合のためのスペースとして利用できることを確認しました。

迂回路

維持管理・環境管理専門委員会
による確認（H28.10.7）



枝刈り

枝刈り

タケ
枝刈り

枝刈り

迂回路の枝刈り箇所の例
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維持管理・環境管理専門委員会による迂回路の確認



工事用道路の施工は終わり、現在掘削工事を実施している状況です。
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工事の状況

坂路の拡幅（堤内側）

坂路の拡幅（堤外側）

水路横断部

水路横断部（既設）

新設



工事用道路の施工は終わり、現在掘削工事を実施している状況です。

55

工事の状況

下池整備地との境界の道路

既設道路拡幅区間

樹木を避けて設置した工事用道路

水路横断前の車両交換所

新設



工事用道路の施工は終わり、現在掘削工事を実施している状況です。
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工事の状況

掘削予定地隣接区間 掘削予定地付近の様子

抜根状況

新設

掘削予定地区間



8月、9月出水による流入について
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4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

H28/09/21 00:00 H28/09/21 12:00 H28/09/22 00:00

太郎右衛門橋 旧水路敷高

呑み口敷高 高水敷高

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

H28/08/29 00:00 H28/08/30 00:00 H28/08/31 00:00 H28/09/01 00:00

太郎右衛門橋 旧水路敷高 呑み口敷高 高水敷高

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

H28/08/22 00:00 H28/08/23 00:00 H28/08/24 00:00 H28/08/25 00:00

太郎右衛門橋 旧水路敷高 呑み口敷高 高水敷高

8月２２日、30日、9月21日の流入について
○今年度は台風により、8月２２日、８月３１日、９月２１日の３回ほど旧流路への流入が発生しました。
○最高水位は、A.P.＋13.３ｍでほぼ、高水敷の高さまで水位が上昇しました。

高水敷高A.P.13m

旧水路高A.P.10.9m
呑み口高A..P.10.3m

○太郎右衛門橋水位の状況
A.P.m

○上池旧流路の状況（８月31日9時撮影） ○モトDの状況（８月31日9時撮影）

太郎右衛門橋にて撮影 横堤にて撮影 横堤にて撮影
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維持管理・環境管理専門委員会の予定について
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検討項目 H27
H28

H29～
5-6月 7-9月 10-12月 1-3月

○検討１（維持管理の組織体制）

・公園化も含めた土地管理

・維持管理の組織体制

・資金確保方策

・外部のオブザーバーの参画

検討実施
組織計画検

討

○検討２

・当面の維持管理の実施

・植生管理（除草等）
検討実施
2/9外来樹木
伐採イベント

維持管理
計画作成

○検討３

・管理用通路の整備（残りの整備）

・看板の設置（残りの整備）

検討実施 整備

○検討４

・自然再生地の適正利用

・エコロジカルネットワーク

を実現する組織体制

平成２９年度以降検討 検討

全体構想・実施計画の見直しに関する

検討
－

協議会 3回 3-4回

6/26
イベント

モトD下見
下池下草刈り

6/13
現地委員会

5/10
委員会

資金管理
細則(素案)

資金管理
細則(案)

維持管理
精査

オブザーバー視察

マーケットリサーチ

11/9
現地委員会

維持管理
方法

11/13
イベント

7/26
協議会

企
画

企
画

12/1
協議会

協議会

委員会
全体まとめ

2/12
イベント

委員会
次年度計画

維持管理環境管理専門委員会の予定 ～ 検討項目別整理 ～

9/8委員会
10/7委員会

この部分

は終了
見直し検討

上池、下池
の検討

整備の方向性
(10/7,11/9
中池検討）

11/9
現地委員会
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